
 

045 
 

2 0 2 5 . 0 5 . 1 9 

 
４⽉ 21⽇쎂開催썬쎣썶申４号「企業쎶쏚쏔쏽쏃崩壊！健全썾⾵通썮쎅良썛職
場⾵⼟쎅構築쎩求쎘쎢緊急申썮⼊쎣」交渉쎂썡썛썽、平成 30年 12 ⽉ 14 ⽇쎂
開催썬쎣썶『⼩⼭쏠쏷쏍쎹会議』쎅議事録썣、約６年間쎂渡쎡⼀部쎅職場쎂썽
閲覧可能쎁状態썾公開썬쎣썽썛썶事쎩指摘썮쎕썮썶。翌⽇쎂쎆当該쎅쏑썗쏉쎆
削除썬쎣、検索・閲覧썣썾썤쎁썛쎟썝쎂쎁쎡쎕썮썶썣、情報漏洩쎅事象썣発⽣
썮썶事쎛原因쎅特定、再発防⽌쎂向써썶対策쎁쎀、社員쎏쎅周知쎛教育쎆썛쎕
썷쎂썬쎣썽썛쎕썲쎪。�
� 閲覧썣可能썾썙썺썶職場쎅管理者쎏情報漏洩쎅事実쎩把握썮썽썛쎢썢確認썮
썶썿썪쎤「썴쎅쎟썝쎁事象쎆把握썮썽썛쎁썛」썿返答썣썙쎡쎕썮썶。�
� 쎕썶「旧썬썛썶쎕⾞掌区썾쎅件썣썙쎡、古썛쏟쎳쏵쏊썗쎂썻썛썽쎆
処分썮管理者内썾周知쎆⾏썺썽썡쎡、全社員쎂向써썶周知쎆現時点썾
쎆⾏썝予定쎆無썛」썿쎙述쎐썽썛쎕썰。�
これまで取り扱い誤りなど発生させてしまった際には、会社は社員へ向けて 
『速やかな正しい報告』を行うように指導を受けています。 
これは併発事故の防止、原因究明と再発防止に向けた対策、関係機関やマ
スコミ・関係省庁への情報提供を行う事を目的として実施されています。 

 

しかし、現在の大宮支社の姿勢は『不祥事の事実を隠し、再発防止
に向き合う事なく、時間が経過し事象を忘れるのを待ち続け
ている』ように見えてなりません。 
 

社員へ向けて行なっている指導と真逆の行動を行なっており、このような説
得力に欠ける姿勢が蔓延すれば、事象を隠す職場風土が醸成されてしまいま
す。何よりも命を預かり、安全な運行を提供する公共交通事業者としての信頼
が揺らいでしまう事になりかねません。 
 

情報漏洩の事実を社員へ周知するべきだ！ 


